
はじめに
　2025 年 1 月 5 日に名古屋にて第 13
回日本公衆衛生看護学会学術集会ランチ
ョンセミナーが開催されました。本セミ
ナーのテーマは「ケアする人にとっての
オレムセルフケア看護理論－小児看護を
通して－」であり、一般社団法人日本セ
ルフケア推進協会（JSPA）が共催いた
しました。
　初めに座長の中村先生より、世界保健
機関（WHO）が掲げるウェルビーイン
グの実現のためにはセルフケアが重要で
あることを説明し、続く本講演にて片田
先生より、小児のセルフケアには、看護
師によるサポートが重要であると熱く語
っていただきました。講演は参加応募の
予約開始直後に満席となり、合計 141
名が小児の自立した健康維持における看
護理論に重要性について傾聴しました。
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　中村先生は、はじめに健康とウェルビ
ーイングの重要性について触れました。
特に、WHO が 1948 年に設立された時
から今日に至るまで、「ウェルビーイン
グ」が重要な健康概念であることに変わ
りはなく、SDGs における目標 3「健康
とウェルビーイングの促進」にも深く関

わっていることを説明しました。また
2022 年に WHO が発表した「健康とウ
ェルビーイングのためのセルフケア導
入」ガイドラインについても解説しまし
た。このガイドラインでは、セルフケア
が個人、家族、コミュニティ単位で行わ
れるべきであることを示しており、医療
従事者の支援の有無に関わらず健康を増
進し、疾病を予防し、生活の質を向上さ
せる能力として定義され、大変重要であ
ることを強調しています（図１）。
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　片田先生は講演の冒頭にて、セルフケ
アは人間が自律 / 自立して健康を管理す
る重要な概念であり、看護師として患者
を支援する際には、セルフケアの能力を
育て、患者自身の健康管理に対する自律
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図1　セルフケア導入のための概念図（conceptual framework）

/ 自立した意識を引き出すことが大切で
あると語られました。先生は看護を始め
られた時期から、看護理論の中でセルフ
ケアは重要であり、特に小児看護におい
てその意義を深く感じており、セルフケ
ア理論を基盤に、患者が自分のケアを管
理する能力を養い、看護がその支援をす
るという役割が看護師に求められると強
調されました。しかし看護師が患者を支
援する中で、患者が看護師に依存しすぎ
る危険があるといった矛盾を片田先生は
指摘します。
　講演内にて看護の専門職としての成り
立ちについても触れており、ナイチンゲ
ールが専門職として看護を確立した背景
と、その後の看護理論の発展から、看護
師は患者の自立を促す役割を持ち、その
ために必要な理論と実践の調和を追求す
ることが必要であると語られました。こ
ういった背景の中でドロセア・E. オレ
ムが提唱した「セルフケア看護論」とは

「セルフケア不足看護論」であり、セル
フケア不足の状態にある患者に対して、
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看護師はその不足を補う形で介入する必
要があり、看護師自身もセルフケアに対
する理解を深め、患者のケアに反映させ
ることが重要です。
　セルフケア能力が発達段階である小児
は、オレムが述べるように大人がセルフ
ケア不足を補う必要がある一方、こども
たちは生まれながらにして自己主張を持
ち、泣くことで要求を伝えるなど、自分
を守るためのセルフケア能力を備えてい
ます。しかし、病院環境ではその能力が
制限されることが多く、医療のルールに
よって行動が制約されるため、こども自
身が主体的に選択できる範囲が狭まるこ
とが課題として挙げられます。院中のこ
ども達は自分の行動や希望について、親
が看護師の許可を得なければならない状
況を目の当たりにすることで、「親です
ら我が子である自分の身体のことを自由
に決めることができない」という認識を
持ってしまいます。
　そこで片田先生は、セルフケア看護論
の観点から考え、小児看護において看護
師は、こどもの自己決定を尊重しつつ、
発達段階にあわせて適切なサポートを提
供することで、本能として持っているセ

写真3　左：片田 範子 先生、右：中村 安秀 先生図2　こどもの発達に合わせてヘルスケアに対する親（看護）介入を変えていく

ルフケア能力を引き出すことが求められ
ると主張されました（図 2 参照）。
　病院環境では、こどもの意志よりも治
療の必要性が優先されるため、こどもの
主張が抑えられる場面が多くなります。
しかし、こどもの意志を尊重しながら治
療を進めることが、最終的にこどもの主
体性を育むことにつながるとし、看護師
は親とも協力しながら、あくまでも「伴
走車 / 者」として補う立場でこどものセ
ルフケア能力を育成することが重要です。
　また、こどものセルフケア能力を育む
ためには、看護師だけでなく、親や周囲
の大人も含めた支援が必要であることを
片田先生は強調され、親自身のセルフケ
ア能力の限界を認識しながらこどもの主
体性を尊重することが、より良い看護の
実践につながるとまとめられました。

むすびに
　片田先生の講演を通じて、病院内での
看護がこどもの内面成長に与える影響に
ついて深く考えさせられました。特に、
親ですらこどもの身体について決定権を
持てない状況が、こどもの自己認識や意
思決定に大きく影響を及ぼすという指摘

には驚きました。確かに大人であっても
自由が制限され言われるがまま治療を受
ける環境に置かれた場合、どうしても受
け身にならざるを得ず自主性を削がれる
と感じてしまうため、多感な成長期のこ
どもがこういった環境に置かれた際の内
面的な成長に対する影響は計り知れませ
ん。そのため、片田先生の主張通り、「こ
ども達の今できることとできないことを
親が自覚し、彼等が生きる力を有する個
人であると認めた上で、こども達が健や
かに成長できるよう環境を整えることが
親の務めである」という考えに強く賛同
いたします。
　今回片田先生にお話いただいた「伴走
車／者」としての看護を通して、小児の
うちから自立した意識を身につけること
は今後一生のヘルスケアに繋がり、生涯
のウェルビーイング実現のための階段の
一段目であると強く思いました。そのた
め、看護の現場のみにとどまらず、家庭
教育や学校教育、ひいては社会全体のこ
どもとの向き合い方について考え直すこ
とが、将来の社会全体のウェルビーイン
グ実現につながるのではないでしょうか。

写真１　多くの参加者が出入りした会場 写真2　ご講演中の片田 範子 先生
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